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議  事 
 

 

日程 第１ 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程 第２ 農業経営基盤強化促進法に伴う利用権の設定の申し出について 

日程 第３ 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

日程 第４ 農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出について 

会議の概要 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

会 長：ただ今から、令和４年 第９回定例総会を開会いたします。 

    出席委員は８名中８名で、定足数に達しておりますので、総会は成立 

    しております。 

    本日の議事録署名人に、３番と４番を指名いたします。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。 

初めに、日程第１、農地法第５条の規定による許可申請について、議案

番号５７号及び５８号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いします。 

事務局：（議案番号５７・５８号を朗読） 

(説明) 当案件は、位置図にありますとおり一之宮地域内の市街化調整区域内にあ

る農地２筆です。転用事業の内容は、２筆合わせて駐車場として利用する

計画で、近隣に事業所がある特殊車両製造業者が事業拡大により現事業所

敷地内にある駐車場が手狭となったことから、近隣で適地を探していたと

ころ、事業所との位置関係や道路環境、高速道路へのアクセス等が良好で

ある当該地について、譲渡人との間で所有権移転の話がまとまり、農地転

用許可申請に至りました。譲受人は転用工事を実施する資力もあり、転用

の確実性は明らかです。なお、農地法に基づく農地転用許可の判断基準と

なる立地基準は、申請地の前面道路に給水管及び下水道管が埋設されてお

り、５００ｍ以内に教育施設(南小学校)と公共施設(菅田公園)が存するこ

とから第３種農地となります。許可の基準としては、原則許可になります。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の４番から農地法の観点から現地調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

４ 番：９月１６日に事務局職員と現地確認しました。進入経路等しっかり書類に

まとまっていましたので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

 

 



会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号５７号及び５８

号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号５７号及び５８号は原案のとおり許可相

当として意見書を添え、県に進達することに決定いたします。続いて、日

程第２、農業経営基盤強化促進法に伴う利用権の設定の申し出について、

議案番号５９号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願い

します。 

事務局：（議案番号５９号を朗読） 

（説明）当該地は岡田農用地区域内農地の１筆で現況は畑です。当該地につきま

しては、貸し手及び借り手からの相談があり、町農政課や県農業公社の情

報提供や調整により、新たに利用権設定されることとなりました。 

期間については３年間で、農地中間管理機構である神奈川県農業公社が

利用権の設定を受け、県農業公社から借り手に貸し出されます。借り手

は当該地近隣でも実績があり、トラクターや軽トラック等を所有してお

ります。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である２番から農地法の観点から現地調査 

の結果並びに補足説明をお願いします。 

２ 番：事務局職員と現地確認しました。トラクターできちんと管理されておりす

ぐに作付けできる状態でした。借り手については、現在同地区の別の農地

でしっかり耕作しており頑張っているので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号５９号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号５９号は原案のとおり決定通知書を町長

に送付いたします。 

    次に、日程第３、農地法第３条の３第１項の規定による届出について、報

告番号６４号～６８号の５件、日程第４、農地法第５条第１項第７号の規

定による届出について、報告番号６９号の１件、以上、一括して事務局よ

り報告事項の朗読と説明をお願いします。 

事務局：農地法第３条の３第１項の規定による届出については、議案書のとおり５

件、農地法第５条第１項第７号の規定による届出については、議案書のと

おり１件それぞれ届出がありました。  

    いずれも添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、 

    書類を受理いたしました。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、届出の報告事項に 

    ついては了承されたことといたします。 

    最後に、その他として、審議事項はありますでしょうか。 

（特になし） 

 



会 長：では、以上をもって、令和４年第９回寒川町農業委員会定例総会を 

閉会いたします。 

資  料 １．令和４年第９回定例総会議案及び位置図 

  

議事録署名人   福岡 喜輝       議事録署名人   中村 基寛        

本議事録は、令和４年１０月２５日、承認・署名を得て確定しました。 


